
平成 20 年 11 月 28 日、新しい建築士制度がスタートしました。 

二級・木造建築士試験 平成 21 年からの変更内容について 
 

平成 20 年 11 月 28 日  

財団法人建築技術教育普及センター 

 

二級・木造建築士試験は、建築士法第 13 条の規定に基づいて、都道府県知事が行うものです。二級・木造建築士試験の実施に関す

る事務は、建築士法第 15 条の６第１項の規定に基づき、都道府県知事から都道府県指定試験機関の指定を受けた財団法人建築技術教

育普及センター（以下「センター」という。）が行います。このたびの建築士法の改正にともなって、平成 21 年の試験から変更になる

もの、経過措置により従来と変わらないもの等について、ご案内します。 

なお、具体的な試験の実施内容については、３月上旬に都道府県から公告される予定です。不明な点等については、下記の問合せ先

までお問い合わせください。 

項目 新（平成 21 年試験の予定） 旧（平成 20 年試験） 

１．試験の構成 

変わりません。 

■「学科の試験」 

科目及び科目ごとの設問数は、学科Ⅰ（建築計

画）25 問、学科Ⅱ（建築法規）25 問、学科Ⅲ（建

築構造）25 問、学科Ⅳ（建築施工）25 問の計

100 問。五枝択一式。 

■「設計製図の試験」 

あらかじめ公表された設計課題について、試験

を行う。 

■「学科の試験」の免除 

「学科の試験」の合格者は、申請により、「学科

の試験」に合格した二級・木造建築士試験に引

き続いて行われる次の２回に限り、それぞれの

「学科の試験」が免除されます。 

２．受験資格 

(１)学歴要件等 

■「国土交通大臣が指定する建築に関する科目（指定科目）

を修めて卒業後、所定の実務経験」という要件に変わり

ます。（原則として、平成 21 年度入学者から適用されま

す。） 

◎法施行時にすでに所定の学校を卒業している者、法施行

時に所定の学校に在学する者で施行日以後に当該学校を

卒業したものについては、経過措置として、従来の学歴要

件が適用されます。 

■建築実務の経験が７年以上 

■建築設備士 

■「所定の学校卒業後、所定の実務経験」が要件

 

 

 

 

 

 

 

■建築に関して７年以上の実務経験 

 

(２)実務経験要件 ■従来の「建築に関する実務」という幅広い要件から、設

計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務に限定し

た要件に変更されます。具体には、次に掲げる「建築士

法第 14 条第一号及び第四号の国土交通省令で定める建

築に関する実務（建築実務）」となります。 

①建築物の設計（建築士法第 21 条に規定する設計をい

う。）に関する実務 

②建築物の工事監理に関する実務 

③建築工事の指導監督に関する実務 

④次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 

イ 建築一式工事（建設業法別表第一に掲げる建築一

式工事をいう。） 

ロ 大工工事（建設業法別表第一に掲げる大工工事を

いう。） 

ハ 建築設備（建築基準法第２条第三号に規定する建

築設備をいう。）の設置工事 

⑤建築基準法第 18 条の３第１項に規定する確認審査等に

関する実務 

⑥消防長又は消防署長が建築基準法第 93 条第１項の規

定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実

務 

⑦建築物の耐震診断（建築物の耐震改修の促進に関する

法律第２条第１項に規定する耐震診断をいう。）に関す

る実務 

■「建築に関する実務」 

①設計事務所、建設会社、工務店等での建築物

の設計・工事監理・施工管理 

②大工 

③官公庁での建築行政、営繕 

④大学・研究所・工業高校等での建築に関する

研究、教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑧大学院において、建築物の設計又は工事監理にかかる

実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で

行う実務実習（インターンシップ）及びインターンシップに

関連して必要となる科目の所定の単位数（30 単位以上

又は 15 単位以上）を修得した場合に実務の経験とみな

される２年又は１年の実務 

■新しい実務経験要件については、原則として、法施行後に

行われる実務経験から適用されます。ただし、⑧の大学院

における実務経験については、法施行前から引き続き大学

院に在学している者が施行日以後に修了し、かつ当該大

学院における研究が従来の基準により建築に関するもの

であると認められる場合は、経過措置として、２年を限度と

して実務経験年数に加算されます。 

 

 

 

 

 

 

◎法施行前の実務経験は、従来の基準により判定さ

れ、法施行後の実務経験に加算されます。 

３．試験の内容 

変わりません。 

■「学科の試験」 

学科Ⅰ 建築計画（建築設備の概要を含む。） 

学科Ⅱ 建築法規（建築基準法及び建築士法並

びにこれらの関係法令） 

学科Ⅲ 建築構造（二級建築士試験にあっては

構造計算及び建築材料を含み、木造建

築士試験にあっては建築材料を含む。）

学科Ⅳ 建築施工（施工契約及び敷地測量を含

む。） 

■「設計製図の試験」 

①与えられた内容及び条件を充たす建築物を計

画し、設計する知識及び技能について、設計

図書の作成を求めて行う。 

②設計製図の課題は、あらかじめ公表する。 

４．試験の時間 

変わりません。 

■「学科の試験」 

学科Ⅰ（建築計画）・学科Ⅱ（建築法規）３時間

学科Ⅲ（建築構造）・学科Ⅳ（建築施工）３時間

■「設計製図の試験」 

設計製図                   ４時間30分

５．受験申込手続 ■受験申込書 

法施行日前と法施行日以後の実務経験を分けて記載する

様式に変更になります。 

■実務経験の証明書 

記載内容について、第三者（原則として管理建築士等の建

築士）による証明が必要になります。 

■受験申込書 

センターが指定する受験申込書 

 

■実務経験の証明書 

一部の都道府県を除き、特に必要なし 

６．受験手数料 ■検討中です。 ■１５，１００円 

７．その他 ■受験申込書の受付   

インターネット４月上旬、受付会場４月中旬 

■試験日  

二級建築士試験 学科７月上旬、設計製図９月中旬 

木造建築士試験 学科７月下旬、設計製図 10 月中旬 

■受験申込書の受付 

インターネット４月上旬、受付会場４月中旬 

■試験日 

二級建築士試験 学科７月上旬、設計製図９月中旬

木造建築士試験 学科７月下旬、設計製図10月中旬

 

＜問合せ先＞ 財団法人建築技術教育普及センター本部 試験部・業務部「二級・木造建築士試験」担当 

電話 ０３－５５２４－３１０５（代表） ホームページ http://www.jaeic.jp/ 

 


